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発行者情報  

【表紙】   

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2025年11月21日 

【発行者の名称】 株式会社ニューズドテック 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粟津 浜一 

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号 

【電話番号】 03-3526-2755 

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 木村 かおる 

【担当J-Adviserの名称】 宝印刷株式会社  

【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長  白井 恒太 

【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号  

【担当J-Adviserの財務状況が公表される

ウェブサイトのアドレス】 
https://www.takara-company.co.jp/ir/reference/ 

【電話番号】 03-3971-3392 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 当社は、当社普通株式を2025年12月22日にTOKYO PRO Marketへ上場す

る予定であります。 

当社は、上場に際して特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売

付け勧誘等を実施しないことから、特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例第110条第３項の規定により、発行者情報に相当す

る情報を公表いたします。 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社ニューズドテック 

https://newsedtech.co.jp/ 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】 

１．ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを

含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔの上場会社に適用される上場適格性要件及

び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資

者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部  第３  

４【事業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。 

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第１項第１

号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうち

に重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な

事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得

した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価

証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限り

ではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにも

かかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

３．ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金

融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔにおい

ては、Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒが重要な役割を担います。ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔの上場会社は、特定上場有価

証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)に従って、各上場会社のために行動するＪ－Ａｄｖｉｓ

ｅｒを選任する必要があります。Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場

申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられ

るＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔの諸規則に留意する必要があります。 

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を

生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られませ

ん。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部 【企業情報】 

 

第１ 【本国における法制等の概要】 

        該当事項はありません。 
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第２ 【企業の概況】 

 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 第15期 第16期 第17期 

決算年月 2023年４月 2024年４月 2025年４月 

売上高 (千円) 2,764,818 2,519,038 2,265,129 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △9,965 2,935 12,411 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － 

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △25,002 3,209 8,700 

資本金 (千円) 30,000 30,000 30,000 

発行済株式総数 (株) 2,010,000 2,010,000 2,010,000 

純資産額 (千円) 40,071 43,170 51,871 

総資産額 (千円) 721,380 785,869 940,439 

１株当たり純資産額 (円) 19.76 21.35 25.68 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 

(円) 
－ 
(－)

－ 
(－)

－ 
(－) 

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失（△） 

(円) △12.46 1.59 4.32 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － － － 

自己資本比率 (％) 5.5 5.5 5.5 

自己資本利益率 (％) － 7.8 18.4 

株価収益率 (倍) － － － 

配当性向 (％) － － － 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △177,224 4,762 △27,148 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △4,687 △34,460 △141,662 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 235,816 57,887 133,654 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 168,932 197,120 161,963 

従業員数 
〔ほか、平均臨時雇用人員〕 

(名) 
26 

〔26〕
19 

〔28〕
17 

〔21〕 

(注)１．当社には子会社がないため、当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営

指標等の推移については記載しておりません。 

  ２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

  ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

  ４．第15期の自己資本利益率は、当期純損失であるため記載しておりません。 

  ５．株価収益率は当社株式は非上場であるため記載しておりません。 

  ６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。 

  ７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を〔〕内に外数で記載しております。 

  ８．第17期の財務諸表については株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第

110条第５項の規定に基づき、そうせい監査法人の監査を受けておりますが、第15期及び第16期の財務諸表に

ついては監査を受けておりません。 
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２【沿革】 

代表取締役社長の粟津浜一が2008年に個人事業として現在のビジネスを開始しておりましたが、2009年に法人組織に

改組し、株式会社アワーズ（現：株式会社ニューズドテック）を設立いたしました。 

当社設立以降に係る経緯は以下のとおりであります。 

 

年月 概要 

2009年１月 
 

中古携帯買取販売を目的として、東京都小平市に株式会社アワーズ（現：株式会社ニューズドテック）
を設立し、リユース事業を開始 

2009年10月 中古携帯買取販売代理店の募集をスタートするとともに、買取からオンライン販売までのIT化に着手 

2010年１月 楽天市場に販売サイト（現：ニューズドフォン１号店 楽天市場店）オープン 

2010年８月 本店を東京都千代田区岩本町に移転 

2013年４月 岐阜県羽島市に物流センター（現：サプライチェーンセンター）開設 

2014年６月 東京都千代田区神田富山町に本店移転 

2017年２月 
 

業界団体のリユースモバイル・ジャパン（現：一般社団法人リユースモバイル・ジャパン）が設立され、
当社代表が代表理事に選出される。 

2017年２月 株式会社アワーズから株式会社携帯市場へ社名を変更 

2018年８月 本店を東京都千代田区神田神保町に移転 

2020年11月 
 

一般社団法人リユースモバイル・ジャパンが制定した「リユースモバイル事業者認証制度」の第一号事
業者に認定 

2022年２月 株式会社携帯市場から株式会社ニューズドテックへ社名を変更 

2022年７月 スマホの状態把握を行う健康診断アプリ（現：スマホカルテ）のサービス開始 

2022年12月 
 

中古携帯販売から健康診断アプリ等で顧客の購買体験を実現する「スマートリテール」へのビジネスモ
デルの変革が評価され、イノベーションズアイ主催「革新ビジネスアワード2022」で大賞を受賞 

2023年11月 法人向けレンタル事業を開始 

2024年12月 東京都中央区京橋に本店移転 

2025年１月 
 

バッテリー交換や研磨をして中古品を新品同様品質の再生モバイル端末「ほぼ新品端末」「バッテリー
100%端末」の販売を開始  

2025年１月 
 

中古携帯販売から健康診断アプリ等で顧客の購買体験を実現する「スマートリテール」へのビジネスモ
デルの変革推進が評価され、2024年度のダイヤモンド経営者倶楽部企業表彰にて特別賞を受賞 

2025年９月 
 

ニューズドフォンを顧客に合わせて購入やレンタル、ソリューションを法人向けに提供する「ニューズ
ドチョイス」を開始 
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３ 【事業の内容】 

当社の事業は、モバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載は省略しておりますが、

主たるサービスとして主に再生モバイル端末をECによって販売する事業、法人向けに販売する事業である「リユース事

業」、主に再生モバイル端末を法人及び個人にレンタルする事業である「レンタル事業」で構成されております。 

また、仕入れた中古モバイル端末は、当社のサプライチェーンセンターにて検品やデータ消去、クリーニングを行っ

ています。 

  上記に加え、両事業を支えるソリューションやシステムを開発・提供し、キッティングや買取も行っています。 

具体的な事業内容は、以下の通りです。 

 

（１）リユース事業 

a.EC販売 

当社は、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonをはじめとする11のECモールおよび自社サイトにて、再生モバイル

端末の販売を行っております。 

 近年、モバイルの需要は多様化しており、従来の中古品に加え、バッテリーを新品同様の状態に交換した端末である

「バッテリー１００％端末」、バッテリー交換に加えて外装をバフィング処理（研磨処理）し、新品同様に整備した端

末である「ほぼ新品端末」の３種類の端末を取り扱っています。これを総称して「ニューズドフォン」ブランドとして

販売しております。 

 これにより、お客様のニーズに合わせた最適な端末を提供しております。 

   

b.法人販売 

当社は、MVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者）を中心とする通信業界、小売り・飲食

店、医療業界、建設業界、そして教育関連など、幅広い業界に向けて「ニューズドフォン」の販売を行っております。 

 

（２）レンタル事業 

当社では法人向けに、「ニューズドフォン」のレンタルサービスを提供しております。解約手続きが簡便で解約手数

料は発生せず、少台数からの契約が可能なうえ、契約台数の増減にも柔軟に対応できるのが特長です。施工管理、電子

帳票、介護記録など、業務用DXシステムの専用端末としての需要が高まっており、建設・土木業、製造業、飲食業、介

護福祉業、教育業など、幅広い業種において導入いただいております。 

また、当社が開発したモバイルの健康診断アプリ「スマホカルテ」をレンタルする端末にプリインストールすること

で、端末の保証サービスを強化。このアプリにより、端末やバッテリーの劣化を早期に検知し、適切な交換対応を行う

ことで、業務の停止を未然に防ぐことができます。 

レンタル需要は、テレビ制作、イベント、公的機関、修学旅行などの短期から、研究開発やアプリのデバック試験や

病院の現場など、多岐に渡ります。さらに、建設業界や物流業界においては、モバイル端末を利用したDX（デジタルト

ランスフォーメーション）に活用されております。 
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事業系統図は以下の通りです。 

 

 

 

４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

 

５ 【従業員の状況】 

(１)発行者の状況 

   2025年10月31日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

17（21） 33.3 4.9 4,584 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与、時間外手当を含んでおります。 

３．平均年間給与には、パート、臨時従業員の給与は含まれておりません。 

４．当社はモバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。 

 

(２)労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３ 【事業の状況】 

 

１ 【業績等の概要】 

(１)業績 

当事業年度（2024年５月１日～2025年４月30日）におけるわが国経済は、2022年２月24日に開始されたロシアに

よるウクライナ侵攻や世界各地での異常気象や自然災害などにより資源や穀物価格の高騰、グローバルなサプライ

チェーンの不安定化、昨年から続く円安などの影響から、消費者物価指数は前年比約２%増となりました。また、

国内では、2022年11月にリリースされたOpenAI社のChatGPTをメインとしたAIと少子高齢化の進行に伴う労働力不

足が媒体となり、デジタルトランスフォーメーションの進化を後押ししています。特に介護福祉や建設建築などの

業種でデジタル化が急速に進んでおり、タブレットやスマホの需要が増加しています。 

 当社の属する業界については、2019年10月に施行された改正電気通信事業法により携帯電話端末代金(以下、端

末代金と呼ぶ)と通信料金が完全分離され、2023年12月平均新品端末単価は82,949円(2019年同月比22%増)（出所：

総務省「端末市場の動向について」）と高騰傾向が続いております。 

 一方で、こうした端末代金の高騰や物価上昇、端末のコモディティー化により、機種変更のタイミングは以前よ

りも遅れ、過去10年で平均2年延びて4.4年となっています（出所：内閣府「消費動向調査（2023年12月実施

分）」）。このような状況から、バッテリーの劣化に対する消費者の意識が高まり、購入時におけるバッテリー状

態を重視する傾向が顕著となっています。 

  このような事業環境の中、2025年１月から販売開始したバッテリーが新品同様の中古端末の販売が大きく伸長

し、EC販売や法人販売の売上高に貢献しました。新規事業であるレンタル事業の立ち上げには苦労したものの、デ

ジタル化の推進で端末が欲しい顧客にアプローチした結果、売上は順調に推移しております。 

その結果、リユース事業の売上高は2,193,278千円（前期比11.7％減）、レンタル事業の売上高は71,850千円

（前期比108.4％増）となりました。 

 以上の結果、当事業年度における売上高は2,265,129千円（前期比10.1％減）、営業利益は21,423千円（前期比

92.3％増）、経常利益は12,411千円（前期比322.8％増）、当期純利益は8,700千円（前期比171.1％増）となりま

した。 

 

(２)キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、161,963千円となりました。当

事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果減少した資金は27,148千円（前期は4,762千円の収入）となりました。これは主に、税引前当期

純利益12,411千円、減価償却費9,614千円及び棚卸資産の減少額37,520千円の増加要因があった一方、売上債権の

増加額50,268千円及び前渡金の増加額44,362千円の減少要因があったことによるものです。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果減少した資金は141,662千円（前期は34,460千円の支出）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出72,749千円及び無形固定資産の取得による支出52,712千円があったことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果増加した資金は133,654千円（前期は57,887千円の収入）となりました。これは、短期借入金の

純増加額249,950千円の増加要因があった一方で、長期借入金の返済による支出136,296千円の減少要因があったこ

とによるものです。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(１)生産実績 

該当事項はありません。 

 

(２)受注状況 

当社は受注から納品までの期間が短期間のため記載を省略しております。 

 

(３)販売実績 

当社はモバイル端末販売レンタル事業の単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

当事業年度における販売実績をサービス分野ごとに示すと、次のとおりであります。 

 

事業区分 販売高(千円) 前期比(％) 

リユース事業 2,193,278 △11.7 

レンタル事業 71,850 108.4 

合計 2,265,129 △10.1 

(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

相手先 

前事業年度 当事業年度 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社インターネットイ
ニシアティブ 

643,277 25.5 348,540 15.4 
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３ 【対処すべき課題】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものです。 

（１）さらなる品質の向上 

これまで当社では、モバイル端末の検品作業を現場スタッフの経験やスキルに依存し、ほとんどの工程をアナログ

で実施していました。その結果、外装ランクや検査項目の判定にばらつきが生じるという課題がありました。 

 この問題を解決するため、検品ライン専用の管理システムを開発し、検品プロセスのデジタル化を徹底し、検品ロ

ボットを導入しています。さらに作業工程の標準化と簡素化を図ることで、検品品質の均一化と向上を実現します。 

 

（２）優秀な人材の確保及び育成 

事業を推進する上で最も重要な要素は「人材」です。 

当社では、ピーター・ドラッカー教授の「ドラッカーマネジメント」の考え方を取り入れ、人材の採用と育成を重視

しています。 

具体的な取り組みは以下の通りです。 

１．会社と個人の使命（目標）の一致 

   企業の目標と個人の目標を調和させることで、成長を促進。 

   各個人の目標達成に向けた育成プロセスを策定し、関係者と共有しながら実施。 

 ２．強みを活かし、弱みを無力化するチーム形成 

   異なる強みを持つメンバーでチームを構成し、相互補完による成果向上を図る。 

   時間管理と計画的な廃棄を定期的に実施し、個人と組織の生産性を最大化。 

 ３．採用時からドラッカーマネジメントの考え方を共有 

   採用面接時に当社のドラッカーの考え方を伝え、企業文化に適した人材を確保。 

    これらの取り組みにより、個人の成長を促し、組織全体の成果を最大化することを目指しています。 
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４ 【事業等のリスク】 

本発行者情報に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼす可能性のある事項には以下

のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断した

ものでありますが、当社株式投資に関する全てのリスクを網羅したものではありませんので、ご留意ください。 

 

(１)法的規制等について 

当社の事業は、古物営業法の規制を受けております。 

そのため、現在の事業や業務全般に違反がないか確認するだけでなく、新規事業を行う際には必ず許可に関する書

類の確認や専門家への相談を行っています。また、法規制の変更を常にモニタリングし、迅速に対応できる社内管理

体制を整えています。 

しかし、古物営業法に抵触するような事象が発生し許可の取消し等が行われた場合には、当社の事業活動に重要な

影響を及ぼす可能性があります。 

 

(２)急激な需要増加への対応について 

当社で取り扱う商品は自社で製造しておらず、他社や一般顧客からの買取品となるため、急激な需要増加に対応で

きないおそれがあります。そのため、過去の売買実績データを分析し、需要増加を予測するよう努めておりますが、

急激な増加に対しては対応が難しいリスクが残り、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(３)顧客ニーズや市場トレンドの変化について 

キャリアを含む競合他社による価格競争や顧客ニーズの変化、当社の商品品質などにより、全ての顧客を満足させ

ることが難しくなっています。そのため、当社ではターゲット顧客を絞り、その顧客にとっての価値を提供すること

に集中しています。ただし、顧客のニーズや市場のトレンドが急速に変化する可能性があり、対応が遅れるリスクが

あります。 

 

(４)価格競争について 

国内のリユース端末売買市場には、キャリアを含む多くの競合他社が参入しており、買取および販売の両面で価格

競争が激化しています。そこで、当社ではテクノロジーを活用し、世界初のスマホ端末料金従量課金レンタルサービ

スをリリースすることで、他社と明確に差別化を図っています。ただし、レンタル台数が伸びない場合、再び価格競

争に巻き込まれ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(５)仕入れ価格の変動について 

当社で取り扱うリユース品の仕入れは、買取代理店、一般顧客、および法人からの「買取」によって行っています。

キャリアを含む多くの競合他社が参入しており、各業者が仕入れ強化を進めているため、仕入価格が上昇しておりま

す。 

当社では、仕入価格の上昇傾向が比較的弱いAndroid機種の仕入れを強化し、十分な利益を確保できるよう努めて

います。しかし、iOSに関しては、世界的に品薄状態が続いており、仕入れ価格が高騰し、十分な仕入れ量を確保で

きず、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(６)海外の取引先について 

当社では、海外との端末の売買や、仕入れた端末を海外へ輸送し、現地の取引先においてリファービッシュを実施

しています。しかしながら、当該取引先の所在地域において自然災害や事故、地政学的リスク、または突発的な政情

不安（戦争・内乱・紛争・暴動・テロ等）、あるいは予期せぬ法規制の変更等が発生した場合、または取引先が倒産

するなど事業継続が困難となった場合には、端末の供給や販売に支障を来す可能性があります。その結果、当社の業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(７)風評について 

消費者の口コミが悪化したり、SNSやメディアでネガティブな情報が急速に拡散したり、競合他社によるネガティ

ブキャンペーンや誤情報の流布がリスクとなります。 
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そのため、悪い口コミには常にコメントを入れ、SNSやメディアを常にモニタリングしてネガティブな情報を早期

に発見・対応しており、また、積極的な広報活動を行い、正確な情報を発信しています。 

しかし、予測を超える速度でネガティブな情報が拡散する場合、対応が遅れる可能性があります。誤情報が広まる

ことで、ブランドイメージに長期的な影響を与える可能性があります。 

 

(８)代理店、事業提携先、主要取引先の信用力の低下について 

代理店や事業提携先、主要取引先の経営が悪化すると、当社の売上やブランドイメージに影響を与える可能性があ

ります。そのため、定期的に代理店、事業提携先、主要取引先の信用調査を行い、リスクを早期に発見しています。

しかし、予測を超える速度で信用が低下する場合、対応が遅れる可能性があります。また、すべての取引先の信用を

完全に管理することは難しく、信用力の低下による影響を完全に排除することは困難であります。 

 

(９)組織体制について 

①特定人物への依存について 

当社の創業者であり代表取締役社長である粟津浜一は、当社の設立以来、経営方針、経営戦略、事業戦略、投資

判断等、事業活動の推進に当たり重要な役割を担ってまいりました。同代表取締役社長が当社の業務執行から離れ

ることを現時点において想定しておりませんが、当社では今後、同代表取締役社長に過度に依存しないよう取締役

及び幹部社員への権限委譲を進めると共に同代表取締役社長の経営哲学を共有し、人材の育成に努める等、同代表

取締役社長に過度に依存しない経営体制の整備の必要性を認識しております。 

しかしながら、このような組織的経営体制への移行段階にあり、同代表取締役社長の業務執行が困難となるよう

な不測の事態が生じた場合、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しては、

代表取締役社長に過度に依存しないよう取締役や幹部社員への権限委譲を進めるとともに人材の育成に努めており

ます。 

なお、当社代表取締役社長粟津浜一から当社金融機関借入に対する債務保証を受けております。詳細につきまし

ては、「第６ 経理の状況 １ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 【関連当事者情報】」に記載しており

ます。当社はこの債務被保証に係る保証料の支払いを行っておらず、また、金融機関との継続交渉により当該債務

被保証を解消していく方針であります。 

 

②人材の確保について 

在庫の外装評価や検品に関して必要なスキルを持つ人材の確保が難しく、サービス提供に支障をきたすリスクが

あります。そのため、徹底的なシステム化を行い、属人化したスキルを排除する取り組みを進めています。そのう

えで、トレーニングプログラムの拡充や積極的な採用活動を行い、人材の確保と育成に努めています。しかし、必

要なスキルを持つ人材が確保できず、サービス提供に支障をきたす場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

③小規模組織であることについて 

当社は、比較的小規模な組織となっており、内部管理体制もそれに応じたものとなっております。当社は今後の

事業規模の拡大に応じて人員を増強し、内部管理体制の一層の充実を図っていく方針でありますが、人員等の増強

が予定どおり進まなかった場合や既存の人員が社外に流出した場合、規模に応じた充分な内部管理体制が構築でき

ない可能性があり、場合によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(10)情報セキュリティついて 

当社は、お客様に関する情報（個人情報）を数多く保有・管理しております。また、円滑かつ効率的な事業活動の

ため、情報システムへの依存度はより顕著となっております。かかる個人情報の適切な保護及び各種システムが安定

的に稼働できるよう、社内規程や取扱いに関する基準（マニュアル等）の整備、従業員教育の実施、情報システムの

セキュリティ強化、セキュリティインシデント発生時に迅速な対応を行うための会社全体での体制構築等、リスク対

策を講じておりますが、システム障害や人為的な原因により重要情報の漏洩・消失及びシステム障害等が起きた場合、

損害賠償の発生や社会的信用の失墜による売上減少及びシステムの一時停止等により、当社の業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 
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(11)ユーザーによる不適切な利用について 

当社で販売及びレンタルする商品の販売先は把握しておりますが、販売先から第三者に渡った場合、その後の使用

状況や使用者を把握することはできません。そのため、悪意のあるユーザーによる不適切な利用のリスクが存在しま

す。 

法人への販売の場合、反社会的勢力のチェックや企業調査を行い、問題がない場合のみ販売やレンタルを行ってい

ます。しかし、すべてのユーザー行動を予測することは難しく、不適切な利用を完全に防ぐことはできません。 

 

(12)災害発生について 

①システムへの影響について 

わが国では、地震や台風、洪水など様々な自然災害が発生する可能性があります。自然災害により、自社のシス

テムやデータが停止もしくは破損し、通常業務に影響を与える可能性があります。 

そのため、定期的にデータのバックアップを行い、複数のクラウドサービス上に保管するほか、商品在庫は想定

される水害の高さよりも高い場所に置くなどの対策を講じています。しかし、予測を超える規模の自然災害が発生

した場合、対策が不十分となる可能性や、災害後の復旧作業が遅延し、システムの完全な復旧に時間がかかる可能

性があります。 

 

②物流機能への影響について 

地震や台風、洪水などの自然災害により、当社のサプライチェーンセンターの物流ネットワークが寸断される可

能性があります。そのため、自然災害発生時の対応手順を明確にした災害対策計画を策定しています。しかし、予

測を超える規模の自然災害が発生した場合、物流機能が麻痺する可能性や公共インフラの被害により、物流が滞る

リスクがあります。 

 

(13)有利子負債依存度について 

当社は、事業資金を主に金融機関からの借入れにより調達してまいりましたため、総資産に対する有利子負債の比

率が高い水準にあります。今後も企業価値向上のため新規出店を継続し収益力を強化する方針であるため、銀行借入

れに加え社債の発行など資金調達の多様化を進めることにより流動性リスクを低減していますが、金融情勢の変化等

により金利の大幅な上昇となった場合には、資金調達コストが増加し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

(14）新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

 当社は役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権を付与しておりま

す。新株予約権の権利行使が行われた場合、当社株式が新たに発行され、当社株式価値が希薄化する可能性がありま

す。なお、本書提出日現在、新株予約権による潜在株式数は220,800株であり、発行済株式総数2,100,000株の10.5％

に相当しております。 

 

(15）支配株主との関係について 

  当社の支配株主である粟津株式会社の代表取締役は、当社の代表取締役社長の粟津浜一が兼任しており、同社は粟

津浜一の資産管理会社であります。本書提出日現在において同社と粟津浜一の合算で、当社の発行済株式総数の

56.79％を所有しております。粟津株式会社及び粟津浜一は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その

議決権行使に あたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しておりま

すが、当社の意思決定について影響を及ぼし得る立場にあることから、支配株主の利益は、当社の他の株主の利益と

一致しない可能性があります。 

 

(16)担当J-Adviserとの契約について 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、東京証

券取引所より認定を受けたいずれかの担当J－Adviserと、株式上場の適格性審査および株式上場後の上場適格性を維
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持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J－Adviser契約」とします。)を締結する義務

があります。 

本発行者情報公表日時点において、当社がJ－Adviser契約を締結しているのは宝印刷株式会社（以下、「同社」と

します。）であり、同社とのJ－Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の義務

の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１か月)を定めてその義務の

履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正がなされなかったときは、J

－Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。 

また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月以上前の書

面による通知を行うことにより、いつでもJ－Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。当社が同社

より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、または同社に代

わる担当J－Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。 

  

＜J－Adviser契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満たすこと 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること 

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること 

また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しでJ－Adviser契約を解除することができ

るものと定められております。 

  

①債務超過 

  当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状態となった場合を除

く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日

が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期

間をいう。 

  以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、当社

が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）第２条第22項に規

定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の

適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関す

るガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態で

なくなることを計画している場合（同社が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくなら

なかったとき。 

  なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連

結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過の

状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再建計画並びに次の

ａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。 

ａ 次の(ａ)から(ｃ)に定める書面 

(ａ)法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証明する書面 

(ｂ)産競法第２条第22項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における

産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合当該再建計画が、当該

手続にしたがって成立したものであることを証する書面 

(ｃ)私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面 
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ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、

公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

 

②銀行取引の停止 

 当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合 

  

③破産手続、再生手続又は更生手続 

  当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（当社が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判

断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに

掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準

ずる状態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまで掲げる場合には当該ａからｃまでに定める

日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難であ

る旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は

解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合当社から当該事業の譲渡

又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事

業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日） 

ｃ 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関す

る合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年

度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）当社から当該合意を行ったこと

についての書面による報告を受けた日 

  

④前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。 

（ａ）当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること 

（ｂ）当社が前号ｃに規定する合意を行った場合当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得

ているものであること 

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。 

（ａ）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと 

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること及び

それを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと

認められるものでないこと。 

  

⑤事業活動の停止 

 当社が事業活動を停止した場合（当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合）又はこれ

に準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社

が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げ
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る場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又

は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日

の３日前（休業日を除外する。）の日 

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等 

（ｂ）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等 

ｂ 当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会（普通出

資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認を

要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による

報告を受けた日） 

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける場合

を除く。）は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

  

⑥不適当な合併等 

 当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの２ 非上場

会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、

ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者

割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもた

らすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場合に、当社が実質的

な存続会社でないと同社が認めた場合 

 

⑦支配株主との取引の健全性の毀損 

  第三者割当により当社の支配株主（当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が

異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を

含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認めるとき 

  

⑧発行者情報等の提出遅延 

 当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

  

⑨虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適

正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場

合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

  

⑩法令違反及び上場契約違反等 

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

  

⑪株式事務代行機関への委託 

 当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが

確実となった場合 
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⑫株式の譲渡制限 

当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

  

⑬完全子会社化 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 

  

⑭指定振替機関における取扱い 

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

  

⑮株主の権利の不当な制限 

  当社が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不当

に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認めた場

合をいう。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収へ

の対抗措置（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時

点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収への対抗措置の発動の時点の株主に割り当てるために、

導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動と

することができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する

旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である当社の主要な事業を行っている子会社が拒否

権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の

発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項について種類株

主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。） 

d.TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取

締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株

主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他1経済的利益を受

ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議

又は決定 

  

⑯全部取得 

当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合 

  

⑰株式等売渡請求による取得 

特別支配株主が当社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

  

⑱株式併合 

当社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合 

  

⑲反社会的勢力の関与 

 当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対す

る株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき 
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⑳その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合 

  

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

① 当社又は同社が、J-Adviser契約に基づく義務の履行を怠り、又はその他J-Adviser契約違反を犯した場合、そ の

相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り1か月とする。）を定めて、その違反を是正又は義務の履行を書面で

催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかった時はJ-Adviser契約を解除することがで

きる。 

② 前項の定めにかかわらず、当社及び同社は、合意によりJ-Adviser契約期間中いつでもJ-Adviser契約を解除する

ことができる。また、当社又は同社から相手方に対し、1カ月前に書面で通知することによりJ-Adviser契約を解除す

ることができる。 

③ J-Adviser契約を解除する場合、特段の事情のない限り、同社はJ-Adviser契約を解除する旨を東京証券取引所に

通知する。 

  

なお、本発行者情報公表日時点において、J－Adviser契約の解約につながる上記の事象は発生しておりません。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

 

６ 【研究開発活動】 

当社は、「温故知創でサステナブルな社会をつくる」を企業使命に掲げ、テクノロジーとアイディアの力で中古品に

新品同様の品質と価値を与える研究開発に取り組んでいます。中古モバイル端末には、急な故障やバッテリー劣化とい

った不安がつきものです。これらの課題を解消し、本当に「安心して使える中古品」を実現するには、OSやメーカーに

依存せず、端末の故障予測やバッテリー劣化の予測技術が不可欠です。 

 そのため当社では、モバイル端末の「健康状態」を可視化する診断アプリを中心に、IoTハードウェアや端末管理シ

ステムの開発を進めています。これらから取得したデータを解析し、どのようなパラメータが突発的な故障や急激なバ

ッテリー劣化に影響するのかを研究しています。 

 また、万が一トラブルが発生した際も、企業の業務を止めないことを目指し、迅速な端末交換や修理・バッテリー交

換が可能な仕組みを構築。これにより、法人顧客にとってのダウンタイムを最小化する新たなモデルの実現に挑戦して

います。 

 

具体的なテーマとして、 

（１）アプリ開発 

機能診断とバッテリーデータ、端末の利用時間などのデータを端末内から取得、それに関連して、法人や個人ごと

に端末を管理できるシステムも開発しています。 

課題は、現時点では特にありません。 

（２）管理システム開発 

アプリと連動し、法人顧客の端末を管理、モニタリングできるシステムを開発しています。 

（３）データ分析 

アプリや、既に自社や市場で入手している情報に対して、データ分析を行い、上記のような価値を顧客に提供して

いきます。 

当事業年度における研究開発費は発生しておりません。 

 

なお、当社の事業は、モバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしており

ません。 
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社が判断したものであります。 

 

(１)重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過

去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、

これらの見積りと異なる場合があります。 

 

(２)財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度末の流動資産の残高は、753,204千円となり、前事業年度末に比べて28,720千円増加いたしました。

これは、売掛金が48,985千円、前渡金が44,362千円増加した一方で、現金及び預金が33,957千円、商品が37,520千

円減少したことが主な要因であります。 

（固定資産） 

当事業年度末の固定資産の残高は、187,234千円となり、前事業年度末に比べて125,849千円増加いたしました。

これは、建物が60,672千円、ソフトウエアが26,113千円、ソフトウエア仮勘定が19,542千円増加したことが主な要

因であります。 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債の残高は、661,344千円となり、前事業年度末に比べて259,380千円増加いたしました。

これは、短期借入金が249,950千円増加したことが主な要因であります。 

（固定負債） 

当事業年度末の固定負債の残高は、227,223千円となり、前事業年度末に比べて113,512千円減少いたしました。

これは、長期借入金が113,512千円減少したことが要因であります。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産合計は、51,871千円となり、前事業年度末に比べて8,700千円増加いたしました。これは、

当期純利益8,700千円を計上したことが要因であります。 

 

(３)経営成績の分析 

「第３【事業の状況】１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。 

 

(４)経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第３【事業の状況】４【事業等のリスク】」に記載のとおりであります。 

 

(５)キャッシュ・フローの分析 

「第３【事業の状況】１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

 

(６)経営者の問題認識と今後の方針について 

「第３【事業の状況】３【対処すべき課題】」に記載のとおりであります。 

 

(７)運転資本 

上場予定日(2025年12月22日)から12か月間の当社の運転資本は、自己資金及び借入による資金調達が可能であるこ

とから十分であると認識しております。 
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第４ 【設備の状況】 

 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度における設備投資につきましては、主に本社移転を目的とした設備投資を実施しており、総額で140,461

千円であります。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。 

当社は、モバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載を省略しております。 

 

 

２ 【主要な設備の状況】 

当社における主要な設備は、次のとおりであります。 
     2025年４月30日現在 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数 
(名) 

建物 
工具、器具
及び備品 

ソフトウエ
ア 

ソフトウエ
ア仮勘定 

合計 

本社 
(東京都中央区) 

本社設備 
ソフトウエア等 

60,735 9,227 43,913 19,542 133,419 
９ 

(－) 

サプライチェーンセン
ター(岐阜県羽島市) 

建物 
（事務所兼倉庫） 

436 77 － － 513 
８ 

(21) 

(注)１．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（）外数で記載しております。 

３．上記の他、他社から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 
 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
年間賃借料 
(千円) 

本社(東京都中央区) 本社兼事務所 28,044 

サプライチェーンセンター
(岐阜県羽島市) 

事務所兼倉庫 15,360 

 
 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(１)重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

 

(２)重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第５ 【発行者の状況】 

 

１ 【株式等の状況】 

(１) 【株式の総数等】 

 

記名・無記名の 
別、額面・無額 
面の別及び種類 

発行可能 
株式総数 
(株) 

未発行 
株式数 
(株) 

事業年度 
末現在発行数 

(2025年 
４月30日) 

(株) 

公表日現在 
発行数 
(2025年 

11月21日) 
(株) 

上場金融商品取 
引所名又は登録 
認可金融商品取 
引業協会名 

内容 

普通株式 8,000,000 5,900,000 2,010,000 2,100,000 非上場 
単元株式数 

100株 

計 8,000,000 5,900,000 2,010,000 2,100,000 － － 

（注）１．未発行株式数には新株予約権の行使により発行される予定の普通株式220,800株が含まれております。 

２．2025年４月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、2025年４月30日付で普通株式の発行

可能株式総数を減少しております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が、8,000,000株となりました。 

３．2025年４月30日開催の臨時株主総会決議により、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。 
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(２) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 

第１回新株予約権 

 
最近事業年度末現在 
(2025年４月30日) 

公表日の前月末現在 
(2025年10月31日) 

新株予約権の数(個) 250,000   160,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 250,000（注）１ 160,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 2021年４月29日～2029年４月29日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 10 
資本組入額 5 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役
会の承認を要するものとする。 

同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― 同左 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算

式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使による、新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く）

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

        
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金
額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

 

３．新株予約権の行使の条件 

（１）本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は子会社の取締役

等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役

等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役の過半数が正当な理由があるものと

認めた場合にはこの限りではない。 

（２）本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 

（３）本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使すること

ができない。但し、当社取締役の過半数が別段の取扱いについて賛成した場合にはこの限りではない。 

①禁固刑以上の刑に処せられた場合 

②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用

人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合。（但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。） 

③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 

④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 
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⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手は不渡りになった場

合 

⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し

立てた場合 

⑦就業規則に反し、懲戒処分を受けた場合 

⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 

（４）各本新株予約権者の一部行使はできない 

 

４．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

（１）当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転

契約の議案を目的事項とする株主総会の招集を当社が決定した場合（株主総会決議が不要の場合は当該議案につき

当社取締役会の決議をもって決定した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社

は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償

で取得する。 

（２）当社は、本新株予約権者が上記、新株予約権の行使の条件に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場

合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

（３）当社は当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって本新株予約権の全

部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得

する本新株予約権の一部を定める。 

 

第３回新株予約権 

 
最近事業年度末現在 
(2025年４月30日) 

公表日の前月末現在 
(2025年10月31日) 

新株予約権の数(個) 75,800 61,800（注）３ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 75,800（注）１ 61,800（注）３ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 400（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 2026年12月28日～2034年12月24日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  400 
資本組入額 200 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役
会の承認を要するものとする。 

同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― 同左 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算

式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使による、新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く）

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

        既発行株式数 ＋ 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金
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額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

 

３．公表日の前月末現在（2025年10月31日）から本書提出日現在の間に新株予約権1,000個の権利が喪失したた

め、本書提出日現在の新株予約権の数は60,800個、新株予約権の目的となる株式の数は60,800株となってお

ります。 

 

４．新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権者は、新株予約権を取得した時点において、当該本新株予約権者が当社の取締役又は従業員で

ある場合は、新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は従業員のい

ずれかの地位にあることを要する。ただし、正当な理由があるとして当社取締役会の承認がある場合はこの限りで

はない。 

（２）新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人には本新株予約権を行使することができない。 

（３）新株予約権者は次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することがで

きない。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。 

①禁固刑以上の刑に処せられた場合 

②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用

人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合。（ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除

く。） 

③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 

④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手は不渡りになった場

合 

⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し

立てた場合 

⑦就業規則に反し、懲戒処分を受けた場合 

⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 

（４）各本新株予約権者の一部行使はできない 

 

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

（１）当社は、新株予約権の割当を受けた者が上記、新株予約権の行使の条件に定める規定により、権利を行使

する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。 

（２）当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社と合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割

及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができ

る。 

（３）当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に当該新

株予約権を無償で取得することができる。 

 

(３) 【MSCB等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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(４) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

(５) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
 

(千円) 

資本金残高 
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2022年９月30日 
（注）１ 

10,000 2,010,000 10,000 30,000 2,000 2,000 

2025年６月10日 
（注）２ 

90,000 2,100,000 495 30,495 495 2,495 

(注)１．有償第三者割当 

割当先 今山 節治 

発行価格   1,200円 

資本組入額 1,000円 

 

２．サクラサク１号投資事業有限責任組合の出資者（５名）の持分に応じて承継した組合財産の新株予約権90,000 

個は、2025年６月10日に90,000個すべての新株予約権が行使され、発行済株式総数が90,000株増加した結果、資

本金及び資本準備金がそれぞれ495千円増加しております 

 

(６) 【所有者別状況】 

       2025年10月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満 
株式の状

況 
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

－ － － 4 － － 7 11 － 

所有株式数 
(単元) 

－ － － 15,120 － － 5,877 20,997 300 

所有株式数 
の割合(％) 

－ － － 72.0 － － 28.0 100 － 

（注）2025年４月30日開催の臨時株主総会決議により、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。 

 

(７) 【大株主の状況】 

第四部【株式公開情報】第３【株主の状況】に記載のとおりです。 
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(８) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

   2025年10月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) － － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式  2,099,700 20,997  － 

単元未満株式 300     － － 

発行済株式総数 2,100,000 － － 

総株主の議決権 － 20,997  － 

（注）2025年４月30日開催の臨時株主総会決議により、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。 

 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

(９) 【ストック・オプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新

株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

第３回新株予約権 

決議年月日 2024年12月27日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役１名 
当社従業員15名 

新株予約権の数(個) 「(２)【新株予約権等の状況】」に記載しております。 

新株予約権の目的となる株式の種類 同上 

株式の数(株) 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び 
資本組入額(円) 

同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

同上 

(注)付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本発行者情報公表日現在の付与対象者の区分及び人 

 数は、当社取締役１名、当社従業員13名となっております。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

該当事項はありません。 

(１) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(２) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(３) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

(４) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

 

３ 【配当政策】 

当社では、株主に対する利益還元を経営上の重要政策として認識し、剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な

方針としております。配当の決定機関は、株主総会となっております。 

また、当社は定款において、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

なお、当事業年度につきましては、内部留保資金の確保のため実施しておりません。内部留保資金につきましては、

企業体質強化、将来の事業展開のための資金等に充当してまいります。 

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図りながらそ

の実施を検討する所存であります。 

 

 

４ 【株価の推移】 

当社株式は、当事業年度末日において非上場でありますので、該当事項はありません。  
  



  

―29― 

５ 【役員の状況】 
 

男性５名 女性１名(役員のうち女性の比率16.7％) 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有株式数

(株) 

代表取締役 社長 粟津 浜一 
1979年 
12月15日 

2004年４月 ブラザー工業株式会社 入社 

（注）６ （注）５ 
1,192,500 
（注）１ 

2008年１月 個人事業として現在のビジネスを開始 

2009年１月 当社設立 代表取締役（現任） 

2017年３月 
一般社団法人リユースモバイル・ジャ

パン 理事長 

2022年６月 
一般社団法人リユースモバイル・ジャ

パン 理事（現任） 

常務取締役 
コーポレー
ト本部 
本部長 

木村 かおる 
1969年 
11月８日 

1988年４月 
東京都商工信用金庫(現：東京シティ

信用金庫） 入社 

（注）５ （注）５ 300,000 

2000年２月 
株式会社大喜(現：株式会社コッカ) 

入社 

2011年10月 当社入社 EC事業部長 

2015年５月 当社取締役 管理部門担当 

2019年５月 当社常務取締役（現任） 

2020年５月 管理本部 本部長兼管理部部長 

2022年５月 
コーポレート本部 本部長兼管理部部

長（現任） 

取締役 
セールス事
業本部 
本部長 

粟津 裕吉 
1981年 
６月５日 

2004年４月 ホシザキ東海株式会社 入社 

（注）６ （注）５ 5,500 

2007年５月 ムトー精工株式会社 入社 

2013年10月 当社入社 営業部部長 
2019年11月 イノベーション事業部部長 

2020年１月 当社 執行役員 

2020年５月 営業本部 本部長兼国内事業部部長 

2022年６月 セールス本部 本部長兼営業部部長 

2024年11月 
セールス事業本部 本部長兼法人事業

部部長（現任） 

2025年４月 当社 取締役（現任） 

取締役 ― 田中 大貴 
1980年 
４月28日 

2003年４月 株式会社フジテレビジョン入社 

（注）６ （注）５ 2,000 

2018年５月 
株式会社Inflight 設立 代表取締役

（現任） 

2022年５月 
株式会社athlete business 

united 社外取締役（現任） 

2022年８月 当社 社外取締役（現任） 

2023年10月 
株式会社HITOMIOテクノロジーズ社外

取締役（現任） 

2023年12月 
株 式 会 社 TREASURY  社 外 取 締 役  

（現任） 

取締役 ― 齋藤 利勝 
1968年 
６月10日 

1991年４月 
株式会社リクルート（現株式会社リク

ルートホールディングス） 入社 

（注）６ （注）５ － 

1994年12月 
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタ

テインメント 入社 

2010年４月 
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタ

テインメント営業統括ディレクター 

2016年９月 
一般社団法人プロフェッショナル顧問

協会代表理事（現任） 

2017年２月 
株式会社STeam設立代表取締役（現

任） 

2020年３月 株式会社ピアラ 社外取締役（現任） 

2025年４月 当社 社外取締役（現任） 
 

監査役 
（常勤） 

― 武士俣 充 
1960年 

 ５月10日 

1984年４月 野村證券株式会社 入社 

（注）７ （注）５ － 

2013年７月 野村バブコックアンドブラウン株式会

社 入社 
2019年４月 クオールホールディングス株式会社 

入社 

2019年６月 クオールホールディングス株式会社 

常勤監査役 

2021年６月 クオールホールディングス株式会社 

取締役（監査等委員） 

2024年１月 株式会社ホットパレットホールディン

グス 監査役 

2024年11月 当社 監査役（現任） 

計 － 1,500,000 
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(注) １．代表取締役 粟津浜一の所有株式数は、同氏の資産管理会社粟津株式会社が保有する株式数を含めて表示し

ております。 

２．取締役 田中大貴及び齋藤利勝は社外取締役であります。 

３．監査役 武士俣充は、社外監査役であります。 

４．取締役 粟津祐吉は、代表取締役 粟津浜一の実弟であります。 

５．2025年４月期における役員報酬の総額は78百万円を支給しております。 

６．取締役の任期は、2025年４月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

７．監査役の任期は、2025年４月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役

１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

栗真 喜朗 
1972年 
７月18日 

1995年８月 
日本ブロックバスター株式会社 

入社 

－ 1999年12月 株式会社ゲオ 入社 

2021年９月 当社 入社 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(１) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と位置づけ、経営の効率化、執行機能の強化、コンプライ

アンス体制の充実を図るべく各種施策に取り組んでおります。現在の株主総会、取締役会、内部監査等の機能強化

を行いつつ、迅速かつ正確な情報開示を実施し、株主をはじめとするステークホルダーへの経営の透明性を確保し

ながら、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

イ．取締役会  

当社の取締役会は、５名の取締役で構成されております。取締役会は、経営の最高意思決定機関として、迅速か

つ的確で合理的な意思決定を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令、定款

及び取締役会規程で定めた事項、並びに重要な業務に関する事項の決議を行うほか、取締役間で相互に職務の執行

を監督しております。毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 

 

ロ．監査役 

当社の監査役は常勤の社外監査役１名であります。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席して適宜必要

な意見を述べるとともに、取締役の職務執行を監査しております。社外監査役の武士俣充と当社には人的、資本的

関係その他特別の利害関係はありません。  

 

ハ．会計監査  

当社はそうせい監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例」第110条第５項の規定に基づき監査を受けております。なお2025年４月期において監査を執行した公認会

計士は木村勝治氏、菊池愼太郎氏２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。また、当該監査業務

にかかる補助者は公認会計士４名であります。なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には

特別の利害関係はありません。  

 

②内部統制システムの整備の状況 

当社は、取締役会規程、業務分掌規程等の規程に基づいて業務を合理的に分担することで、特定の組織ならびに

特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。また、企業
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の成長と存続を維持していくためには、すべての取締役・使用人が法令遵守のもと、高い倫理観をもって行動する

ことが必要不可欠であることから、コンプライアンス管理規程を定め、啓蒙活動を行っております。 

 

③社外取締役及び社外監査役 

当社では社外取締役２名、社外監査役１名を選任しております。 

社外取締役の田中大貴は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、豊富な経験と幅広い視点から当社の

業務執行に対する監督・助言等をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実

現に貢献いただける判断しております。 

社外取締役の齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富

な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思

決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただける判断しております。 

社外監査役の武士俣充は、当社社外監査役就任以前の長年にわたる資本市場関連業務経験から得た豊富な知識を

有しており、監査役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。 

なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありません

が、選任に際しては、客観的に経営監視機能が十分に発揮されるよう、これまでの経験や取引関係等を考慮した上

で、選任を行っております。 

 

④内部監査及び監査役の状況 

内部監査は、代表取締役社長の直轄機能として、被監査部門からの独立性を確保しながら、営業・管理両面から、

業務運営上のリスクにフォーカスした監査を実施しております。年度の初めに、その年度の監査計画を立案し、そ

れに基づき監査を実施したうえ、報告書を取りまとめ、社長に報告するプロセスを経ます。そのうえで、社長名に

よる改善指示書を被監査部門へ交付し、フィ－ドバックを行います。さらに被監査部門では、それに基づき改善を

進め、改善状況について代表取締役社長宛に報告します。  

一方、監査役監査では、コ－ポレ－ト・ガバナンス体制の実効性維持・向上のため、取締役に対する監視・監督

を行い、必要に応じて、各種の報告請求や調査を行うことにより、経営層の牽制を行っております。  

各担当において監視・監督を行いつつ、内部監査、監査役及び監査法人が相互に連携し、情報伝達・交換を通じ

て、三様監査を実効性あるものにしています。 

 

⑤リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。また、当社は

企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアド

バイスを受ける体制をとっております。 
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⑥役員の報酬等 

(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額と対象となる役員の員数  

役員区分 
報酬等の総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 
役員の員数 

(名) 固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 

取締役 
(社外取締役を除く。) 

73,000 73,000 － － 4 

監査役 
(社外監査役を除く。) 

－ － － － － 

社外役員 5,100 5,100 － － 3 

計 78,100 78,100 － － 7 

 

(b) 役員ごとの報酬等の総額等 

  報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

 

(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

  取締役の報酬額は、株主総会で年間の報酬限度総額の上限を決議しており、取締役会では、役員ごとの  

 個別報酬の決定を代表取締役に一任することを決議しております。  

  代表取締役は役員報酬内規の規定に則り、役位、職責等を総合的に勘案して、役員ごとの個別報酬を決 

定しております。 

 

⑦取締役及び監査役の定数  

当社の取締役は７名以内、監査役は４名以内とする旨を定款で定めております。 

 

⑧取締役の選任決議要件  

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 

 

⑨株主総会の特別決議要件  

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をも

って行う旨を定款に定めています。 

 

⑩中間配当  

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議により一事業年度の途中１回限り剰余金の配当を

することができる旨を定款に定めております。  

 

⑪役員の責任限定契約  

当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役であるものを除く）及び監査役との間に、

職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定される最低責任限度額でありま

す。 

 

⑫役員の責任免除契約 

当社は会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であっ

た者を含む。）が、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除

することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を

十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。 



  

―34― 

 

⑬支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針として、少数株主の

利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役

会において十分審議した上で意思決定を行うこととしております。 

 

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査法人に対する報酬の内容】 

 

区分 

最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 

発行者 11,000 － 

 

② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

 

③ 【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

 

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社事業規模の観点から監

査日数等を総合的に勘案し、監査役の同意を得て決定しております。 
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第６ 【経理の状況】 

 

１ 財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作

成しております。 

(2) 当社の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第

110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定  

  に基づき、当事業年度(2024年５月１日から2025年４月30日まで)の財務諸表について、そうせい監査法人により監査

を受けております。 

 

３  連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１ 【財務諸表等】 

 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
当事業年度 

(2025年４月30日) 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 202,320 168,363 

    売掛金 161,720 210,706 

    商品 322,019 284,499 

    前渡金 1,050 45,412 

    前払費用 36,371 43,372 

    その他 3,603 3,014 

    貸倒引当金 △2,601 △2,164 

    流動資産合計 724,484 753,204 

  固定資産   

    有形固定資産   

      建物 2,631 63,164 

        減価償却累計額 △2,131 △1,992 

        建物(純額) 499 61,172 
 
      工具、器具及び備品 650 10,865 

        減価償却累計額 △649 △1,561 

        工具、器具及び備品(純額) 0 9,304 

      有形固定資産合計 499 70,477 

    無形固定資産   

      商標権 45 － 

      ソフトウエア 17,800 43,913 

   ソフトウエア仮勘定 － 19,542 

      無形固定資産合計 17,845 63,455 

    投資その他の資産   

      長期前払費用 2,205 1,809 

      繰延税金資産 17,531 14,911 

      その他 23,303 36,580 

      投資その他の資産合計 43,039 53,301 

  固定資産合計 61,385 187,234 

資産合計 785,869 940,439 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
当事業年度 

(2025年４月30日) 

負債の部   

  流動負債   

    買掛金 40,342 31,216 

    短期借入金 ※１ 150,000 ※１※２  399,950 

    １年内返済予定の長期借入金 131,856 129,072 

    未払金 65,653 76,338 

    未払法人税等 385 1,074 

    前受金 1,221 2,925 

    預り金 5,153 4,849 

    賞与引当金 2,270 3,490 

    その他 5,082 12,427 

    流動負債合計 401,963 661,344 

  固定負債   

    長期借入金 340,735 227,223 

    固定負債合計 340,735 227,223 

  負債合計 742,698 888,567 
 
純資産の部   

  株主資本   

    資本金 30,000 30,000 

    資本剰余金   

      資本準備金 2,000 2,000 

      資本剰余金合計 2,000 2,000 

    利益剰余金   

      その他利益剰余金   

        繰越利益剰余金 10,920 19,621 

      利益剰余金合計 10,920 19,621 

    株主資本合計 42,920 51,621 

  新株予約権 250 250 

  純資産合計 43,170 51,871 

負債純資産合計 785,869 940,439 

 

  



  

―38― 

② 【損益計算書】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

  売上高 ※１ 2,519,038  ※１ 2,265,129 

  売上原価   

     商品期首棚卸高 224,200 322,019 

     当期商品仕入高 1,970,687 1,519,073 

     合計 2,194,888 1,841,092 

     他勘定振替高 ※２ 3,828 ※２ 986 

   商品期末棚卸高 322,019 284,499 

    売上原価合計  ※３ 1,869,040 ※３ 1,555,607 

  売上総利益 649,997 709,521 

  販売費及び一般管理費 ※４※５ 638,856 ※４※５ 688,098 

  営業利益 11,141 21,423 
 
  営業外収益   

    受取利息 2 105 

    補助金収入 － 1,245 

    その他 1,588 317 

    営業外収益合計 1,591 1,668 

  営業外費用   

    支払利息 6,344 8,985 

    売上債権売却損 2,820 1,283 

    その他 633 411 

    営業外費用合計 9,797 10,680 

  経常利益 2,935 12,411 

  特別利益   

    固定資産売却益 ※６ 287 － 

    新株予約権戻入益 110 － 

    特別利益合計 397 － 

  特別損失   

    投資有価証券売却損 290 － 

    特別損失合計 290 － 

  税引前当期純利益 3,042 12,411 

  法人税、住民税及び事業税 385 1,091 

  法人税等調整額 △551 2,619 

  法人税等合計 △166 3,710 

  当期純利益 3,209 8,700 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) 

      (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金合

計 

その他利益剰

余金 利益剰余金 
合計 繰越利益剰余

金 

当期首残高 30,000 2,000 2,000 7,711 7,711 39,711 

当期変動額       

当期純利益 － － － 3,209 3,209 3,209 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

      

当期変動額合計 － － － 3,209 3,209 3,209 

当期末残高 30,000 2,000 2,000 10,920 10,920 42,920 

 

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 360 40,071 

当期変動額   

当期純利益 － 3,209 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

△110 △110 

当期変動額合計 △110 3,099 

当期末残高 250 43,170 
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当事業年度(自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) 

      (単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金合

計 

その他利益剰

余金 利益剰余金 
合計 繰越利益剰余

金 

当期首残高 30,000 2,000 2,000 10,920 10,920 42,920 

当期変動額       

当期純利益 － － － 8,700 8,700 8,700 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

      

当期変動額合計 － － － 8,700 8,700 8,700 

当期末残高 30,000 2,000 2,000 19,621 19,621 51,621 

 

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 250 43,170 

当期変動額   

当期純利益 － 8,700 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

－ － 

当期変動額合計 － 8,700 

当期末残高 250 51,871 
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前当期純利益 3,042 12,411 

  減価償却費 3,507 9,614 

  敷金の償却 840 1,723 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,601 △437 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,270 1,220 

  受取利息 △2 △105 

  支払利息 6,344 8,985 

 固定資産売却損益（△は益） △287 － 

 投資有価証券売却損益（△は益） 290 － 

 売上債権売却損 2,820 1,283 

 補助金収入 － △1,245 

 新株予約権戻入益 △110 － 

  売上債権の増減額(△は増加) 90,711 △50,268 

  棚卸資産の増減額(△は増加) △97,818 37,520 

 前渡金の増減額(△は増加) △1,050 △44,362 

 前払費用の増減額（△は増加） △16,824 △2,054 

  仕入債務の増減額(△は減少) 16,792 △9,125 

 未払金の増減額（△は減少） △11,949 10,984 

 前受金の増減額（△は減少） － 1,703 

 その他 340 7,630 

  小計 1,517 △14,523 

  利息の受取額 2 105 

  利息の支払額 △6,338 △13,575 

  法人税等の還付額 9,783 0 

  法人税等の支払額 △202 △401 

 補助金の受取額 － 1,245 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,762 △27,148 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  定期預金の預け入れによる支出 △2,400 △4,000 

  定期積金の預け入れによる支出 － △1,200 

  定期積金の払戻による収入 － 4,000 

 有形固定資産の取得による支出 － △72,749 

  有形固定資産の売却による収入 1,859 － 

  投資有価証券の売却による収入 125 － 

 無形固定資産の取得による支出 △19,652 △52,712 

  敷金及び保証金の差入による支出 △15,000 △15,000 

 保険積立金の解約による収入 607 － 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △34,460 △141,662 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   

    短期借入金の純増減額(△は減少） 150,000 249,950 

    長期借入れによる収入 50,000 20,000 

    長期借入金の返済による支出 △142,113 △136,296 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 57,887 133,654 

  現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 － 

  現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 28,189 △35,157 

  現金及び現金同等物の期首残高 168,932 197,120 

  現金及び現金同等物の期末残高 ※ 197,120 ※ 161,963 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物              ８～18年 

工具、器具及び備品    ５～15年 

 

(２)無形固定資産 

自社利用ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

(１)貸倒引当金 

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(２)賞与引当金 

従業員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。  

（１）商品の販売 

 商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得していることから、

履行義務が充足されると判断し、引き渡した時点で収益及び費用を認識しております。なお、国内販売においては、

出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準

の適用指針第98項に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。 

 

（２）商品のレンタル 

商品のレンタルについては、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益と費用を計上

しております。 

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。 

 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 
  



  

―44― 

(重要な会計上の見積り） 

１．繰延税金資産の回収可能性 

（１）財務諸表に計上した繰延税金資産の金額 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2024年４月30日） 
当事業年度 

（2025年４月30日） 

繰延税金資産 17,531 14,911 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当社は繰延税金資産について、将来の業績見通しに基づき将来の一定期間の課税所得を見積り、また将来減算一

時差異については個別に解消時期を判断し、一定期間に解消が見込まれると見積られる将来減算一時差異等に係る

繰延税金資産については回収可能性が高いと判断しております。 

 将来の市場環境の変化等により、将来の課税所得が想定から大きく変動し繰延税金資産の回収可能性が大きく変

動する場合や税率の改正がある場合、将来の繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

(未適用の会計基準等) 

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会) 

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会)

等 

  

(1) 概要 

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

  

(2) 適用予定日 

 2028年４月期の期首から適用します。 

  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。 
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(貸借対照表関係) 

※１ 当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に

基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
当事業年度 

(2025年４月30日) 

当座貸越極度額の総額 300,000 千円 300,000 千円 

借入実行残高 150,000 〃 300,000 〃 

差引額 150,000 〃 － 〃 

 

※２ 短期借入金99,950千円に対し、将来発生する債権を担保に供しております。 

 

(損益計算書関係) 

※１ 顧客との契約から生じる収益 

 売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。 

 

※２ 他勘定振替高の内容は主に消耗品費及び広告宣伝費への振替によるものであります。 

 

※３ 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

前事業年度 
(自  2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

548 千円 1,512 千円 

 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自  2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

広告宣伝費 90,859 千円 97,363 千円 

システム使用料 98,914 〃 110,979 〃 

役員報酬 78,475 〃 78,100 〃 

給料手当 149,513 〃 141,613 〃 

賞与引当金繰入額 2,270 〃 3,490 〃 

減価償却費 3,507 〃 9,614 〃 

おおよその割合     

販売費 47.6 ％ 45.4 ％ 

一般管理費 52.4 ％ 54.6 ％ 

 

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自  2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

研究開発費計上額 2,371 千円 －  千円 

 

※６  固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自  2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

車両運搬具 287 千円 － 千円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 
当事業年度末 

 

普通株式（株） 2,010,000 － － 2,010,000 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
(千円) 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

ストック・オプションとし
ての新株予約権 

－ － － － － 250 

合計 － － － － 250 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 
当事業年度末 

 

普通株式（株） 2,010,000 － － 2,010,000 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
(千円) 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

ストック・オプションとし
ての新株予約権 

－ － － － － 250 

合計 － － － － 250 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。 

 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

 
当事業年度 

(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

 

現金及び預金勘定 202,320 千円 168,363 千円 

預入期間が３か月を超え
る定期預金等 

△5,200 〃 △6,400 〃 

現金及び現金同等物 197,120 千円 161,963 千円 
 
 

(リース取引関係) 

１．オペレーティング・リース取引 

（貸主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
当事業年度 

(2025年４月30日) 

１年内 25,597 39,570 

１年超 7,100 6,329 

合計 32,697 45,899 

 

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また必要な資金については、主に銀行借入により調達し

ております。デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。 

 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金については、取引先等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先

の信用状況を監視するとともに、取引先ごとの債権残高を随時把握することによってリスクの軽減を図っておりま

す。 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。 

営業債務は、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを有しております。 

借入金は主に運転資金としての資金調達であり、流動性リスクを有しております。 

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 

営業債権である売掛金等については、担当者が得意先の状況を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握

や回収リスクの軽減を図っております。 

 

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を

勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 

資金繰り予測表を作成し年間の手元資金の管理を行っております。月次単位での支払予定を把握するとともに、

手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

該当事項はありません。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（2024年４月30日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

長期借入金 ※２ 472,591 463,896 △8,694 

負債計 472,591 463,896 △8,694 

※１．「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「預り

金」は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

※２．１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

 

当事業年度（2025年４月30日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

長期借入金 ※２ 356,295 347,049 △9,245 

負債計 356,295 347,049 △9,245 

※１．「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「預り

金」は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

※２．１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

(注)１．金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2024年４月30日） 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 202,320 － － － 

売掛金 161,720 － － － 

合計 364,041 － － － 

 

当事業年度（2025年４月30日） 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

現金及び預金 168,363 － － － 

売掛金 210,706 － － － 

合計 379,070 － － － 

 

 

(注)２．長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額 

前事業年度（2024年４月30日） 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

短期借入金 150,000 － － － － － 

長期借入金 131,856 122,412 88,484 48,647 30,360 50,832 

合計 281,856 122,412 88,484 48,647 30,360 50,832 

 

当事業年度（2025年４月30日） 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

短期借入金 399,950 － － － － － 

長期借入金 129,072 95,144 50,887 30,360 30,360 20,472 

合計 529,022 95,144 50,887 30,360 30,360 20,472 
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当          

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価 

        の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(１)時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

(２)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前事業年度（2024年４月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 463,896 － 463,896 

負債計 － 463,896 － 463,896 

 

当事業年度（2025年４月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 347,049 － 347,049 

負債計 － 347,049 － 347,049 

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

１．ストック・オプション及び自社株式オプションにかかる費用計上額又は利益計上額及び科目名 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自 2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

新株予約権戻入益（特別利益） 110 千円 － 

 

２．ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容 

 

 
第１回新株予約権 

 （自社株式オプション） 
第３回新株予約権 

 （ストック・オプション） 

決議年月日 2019年４月１日 2024年12月27日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役２名 
外部協力会社１社 
投資事業有限責任組合１組合 

当社取締役１名 
当社従業員14名 

株式の種類別のストック・オプ
ションの数(株) (注) 

普通株式 360,000株 普通株式 75,800株 

付与日 2019年４月30日 2025年１月24日 

権利確定条件 

「第５【発行者の状況】１【株
式等の状況】（２）【新株予約
権等の状況】」に記載のとおり
であります。 

「第５【発行者の状況】１【株
式等の状況】（２）【新株予約
権等の状況】」に記載のとおり
であります。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ
ん。 

対象勤務期間の定めはありませ
ん。 

権利行使期間 
2021年４月29日～2029年４月29
日 

2026年12月28日～2034年12月24
日 

(注)１．株式数に換算して記載しております。 

 ２．第１回新株予約権の付与者である外部協力会社１社と受託者１社（信託型ストックオプション）に

ついては喪失または放棄されております。 

 

(２)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（2024年４月期）において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ス

トック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプション及び自社株式オプションの数 

 

 
第１回新株予約権 

 （自社株式オプション） 
第３回新株予約権 

 （ストック・オプション） 

権利確定前(株)   

  前事業年度末 － － 

  付与 － 75,800 

  失効 － － 

  権利確定 － － 

  未確定残 － 75,800 

権利確定後(株)   

  前事業年度末 360,000 － 

  権利確定 － － 

  権利行使 － － 
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  失効 110,000 － 

  未行使残 250,000 － 

 

②単価情報 

 

 
第１回新株予約権 

 （自社株式オプション） 
第３回新株予約権 

 （ストック・オプション） 

権利行使価格(円) 10 400 

行使時平均株価(円) － － 

付与日における公正な評価単価(円) － － 

 

３．ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法 

当社は、ストック・オプション及び自社株式オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプ

ション及び自社株式オプションの公正な評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の価値は、ディスカウンテッド・キャッシュフロー

法（DCF法）により算定しております。なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権行使時の

払込金額と同額であるため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプション及び自社株式オプショ

ンの公正な評価単価もゼロとしております。 

 

４．ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。 

 

５．ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度

末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプショ

ンの権利行使日における本源的価値の合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額 －千円 

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利

行使日における本源的価値の合計額 
－千円 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 
前事業年度 

(2024年４月30日)   
当事業年度 

(2025年４月30日)  

繰延税金資産      

 賞与引当金 785 千円  1,207 千円 

 貸倒引当金 339 〃  14 〃 

 商品評価損 892 〃  2,263 〃 

 減価償却超過額 6,120 〃  4,354 〃 

 資産除去債務 1,670 〃  － 〃 

 税務上の繰越欠損金 （注） 5,743 〃  － 〃 

 フリーレント賃料 － 〃  4,941 〃 

 その他 2,768 〃  2,658 〃 

繰延税金資産小計 18,130 千円  15,439 千円 

評価性引当額 339 〃  249 〃 

繰延税金資産合計 17,791 千円  15,190 千円 

      

繰延税金負債      

 返品資産 259 〃  278 千円 

繰延税金負債合計 259 千円  278 千円 

繰延税金資産純額 17,531 千円  14,911 千円 

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度(2024年４月30日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

合計 
(千円) 

税務上の繰越欠損金 ※１ － － － － － 5,743 5,743 

評価性引当額 － － － － － － － 

 繰延税金資産 － － － － － 5,743 5,743 

※１．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

当事業年度(2025年４月30日) 

 
１年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

合計 
(千円) 

税務上の繰越欠損金 ※１ － － － － － － － 

評価性引当額 － － － － － － － 

 繰延税金資産 － － － － － － － 

※１．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
 

当事業年度 

(2025年４月30日) 

法定実効税率 34.6％  34.6％ 

（調整）    

中小法人等にかかる軽減税率 －  △7.0％ 

住民税均等割等 12.7％  3.1％ 

評価性引当額の増減 △53.0％  △0.8％ 

その他 0.2％  △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.5％  29.9％ 
 
 

(資産除去債務関係) 

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見

込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっ

ているため、記載を省略しております。 

 
  



  

―54― 

(収益認識関係) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社の事業セグメントは、モバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収

益を分解した情報は、以下のとおりであります。 

  (単位：千円) 

売上高 
前事業年度 

（自 2023年５月１日   
  至 2024年４月30日） 

当事業年度 
（自 2024年５月１日   
 至 2025年４月30日） 

リユース事業（販売） 2,484,566 2,193,278 

顧客との契約から生じる収益 2,484,566 2,193,278 

その他の収益 34,471 71,850 

外部顧客への売上高 2,519,038 2,265,129 

（注）「その他の収益」は、レンタル事業における、リース取引に関する会計基準に基づく収益であります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（重要な会計方針）４．収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 

（１）契約資産及び契約負債の残高等 

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

（2024年４月30日） 
当事業年度 

（2025年４月30日） 

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 255,251 161,720 

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 161,720 210,706 

契約負債(期首残高) 2,044 1,221 

契約負債(期末残高) 1,221 2,925 

顧客との契約から生じた債権、契約負債は、貸借対照表においてそれぞれ「売掛金」「前受金」として表示し

ています。 

前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,044千円であります。 

当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,221千円であります。 

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社はモバイル端末販売レンタル事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 (単位：千円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 

株式会社インターネットイニシアティブ 643,277 

（注）当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 (単位：千円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 

株式会社インターネットイニシアティブ 348,540 

（注）当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日) 

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 
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前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

 

【関連当事者情報】 

前事業年度(自 2023年５月１日  至 2024年４月30日) 

１．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員 粟津 浜一  －  － 
当社代表取

締役社長 

(被所有) 

直接 0.32 

間接 59.00 

 

債務被保証 

当社銀行借

入に対する

債務被保証

(注１) 

403,259  －  － 

(注)１．当社は、銀行借入に対して代表取締役社長粟津浜一より債務保証を受けております。なお、取引金額は、債務

被保証残高を記載しております。また、保証料の支払は行っておりません。 

 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 2024年５月１日  至 2025年４月30日) 

１．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員 粟津 浜一  －  － 
当社代表取

締役社長 

(被所有) 

直接 0.32 

間接 59.00 

 

債務被保証 

当社銀行借

入に対する

債務被保証

(注１) 

309,391  －  － 

(注)１．当社は、銀行借入に対して代表取締役粟津浜一より債務保証を受けております。なお、取引金額は、債務被保

証残高を記載しております。また、保証料の支払は行っておりません。 

 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

 
前事業年度 

(2024年４月30日) 
当事業年度 

(2025年４月30日) 

１株当たり純資産額 21.35 円 25.68 円 

 

 
前事業年度 

(自 2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自  2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

１株当たり当期純利益 1.59 円 4.32 円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は当事業

年度の末日において非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 

(自  2023年５月１日 
至 2024年４月30日) 

当事業年度 
(自  2024年５月１日 
至 2025年４月30日) 

当期純利益(千円) 3,209 8,700 

  普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益(千円) 3,209 8,700 

  普通株式の期中平均株式数(株) 2,010,000 2,010,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式の概要 

当社のストック・オプションの目的と
なる株式の数、317,725株 
（第1回（2019年）新株予約権及び第2
回（2024年）新株予約権） 

当社のストック・オプションの目的と
なる株式の数、325,800株 
（第1回（2019年）新株予約権及び第3
回（2025年）新株予約権） 
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(重要な後発事象) 

（第１回新株予約権の行使による増資） 

  当社が発行いたしました第１回新株予約権について、当事業年度の末日から本書提出日までに権利行使が行われて

おり、その概要は以下のとおりであります。 

（１）新株予約権の行使個数 90,000個 

（２）発行した株式の種類及び株数  普通株式  90,000株 

（３）資本金の増加額 ※１ 495千円 

（４）資本準備金の増加額 ※１ 495千円 

※１. 資本金の増加額、資本準備金の増加額には新株予約権の振替額45千円がそれぞれ含まれております。 

※２.上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、本書提出日現在の発行済株式総数は2,100,000株、資本金は

30,495千円、資本準備金は2,495千円となっております。 

 

（多額な資金の借入） 

当社は、長期的な経営の安定化を図るべく手元資金を厚くすることを目的に、以下の通り資金の借入を実行してお

ります。 

 

長期借入の概要 

（１） 借入先：取引先金融機関３行 

（２） 借入総額：160,000千円 

（３） 借入利率：基準金利＋スプレッド、固定金利 

（４） 借入実行日：2025年７月10日～2025年10月23日 

（５） 借入期間：３年～７年 

（６） 担保の有無：無 

（７） 保証の有無：無 
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⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

 

【有形固定資産等明細表】 

 

資産の種類 
当期首残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 
計額(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末 
残高(千円) 

有形固定資産        

  建物 2,631 62,533 2,000 63,164 1,992 1,861 61,172 

  工具、器具及び備品 650 10,215 － 10,865 1,561 911 9,304 

有形固定資産計 3,281 72,749 2,000 74,030 3,553 2,772 70,477 

無形固定資産        

  商標権 720 － － 720 720 45 － 

  ソフトウエア 20,489 32,910 － 53,399 9,486 6,796 43,913 

  ソフトウエア仮勘定 － 37,601 18,059 19,542 － － 19,542 

無形固定資産計 21,210 70,511 18,059 73,663 10,207 6,842 63,455 

 長期前払費用 3,624 － － 3,624 1,815 396 1,809 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

建物：本社移転に伴う設備工事等で支出した金額であります。 

工具、器具及び備品：本社移転に伴い備品等を取得した金額であります。 

ソフトウエア：主に検品ラインを改善するためのソフトウエアの増加16,417千円であります。 

ソフトウエア仮勘定：主にIOTアプリの増加19,542千円であります。 

 

【借入金等明細表】 

 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 150,000 399,950 2.18 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 131,856 129,072 1.32 － 

１年以内に返済予定のリース債務 － － － － 

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く) 

340,735 227,223 1.21 2025年～2031年 

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く) 

－ － － － 

その他有利子負債 － － － － 

合計 622,591 756,245 － － 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額 
 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 95,144 50,887 30,360 30,360 
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【引当金明細表】 

 

科目 
当期首残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
（目的使用） 

(千円) 

当期減少額 
（その他） 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 2,601 62 500 － 2,164 

賞与引当金 2,270 3,490 2,270 － 3,490 

 

【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 

 

(２)【主な資産及び負債の内容】 

①現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 362 

預金  

  普通預金 161,601 

  定期預金 6,400 

小計 168,001 

合計 168,363 

 

②売掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

楽天グループ株式会社 38,356 

株式会社インターネットイニシアティブ 36,921 

ヤフー株式会社 32,542 

ARCO Japan株式会社 23,320 

株式会社JCNT 7,057 

その他 72,507 

合計 210,706 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

当期首残高(千円) 
 

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
 

(Ｂ) 

当期回収高(千円) 
 

(Ｃ) 

当期末残高(千円) 
 

(Ｄ) 

回収率(％) 
 

(Ｃ) 
×100 

(Ａ)＋(Ｂ) 
 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
(Ｂ) 
365 

 

161,720 2,486,064 2,437,078 210,706 92.04 27 

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 
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③商品 

区分 金額(千円) 

通信機器及び附属商品 284,499 

合計 284,499 

 

④買掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

PCテクノロジー株式会社 17,974 

YZX株式会社 3,728 

株式会社コシダテック 2,370 

株式会社エンパワー 1,168 

海峡通信株式会社 1,086 

その他 4,888 

合計 31,216 

 

⑤短期借入金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社りそな銀行 300,000 

株式会社Yoii 99,950 

合計 399,950 

 

⑥１年内返済予定の長期借入金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社りそな銀行 36,000 

株式会社きらぼし銀行 28,608 

株式会社みずほ銀行 23,884 

株式会社常陽銀行 16,664 

株式会社商工組合中央金庫 10,152 

株式会社足利銀行 8,004 

株式会社日本政策金融公庫 5,760 

合計 129,072 
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⑦未払金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

楽天グループ株式会社 24,109 

戸田建設株式会社 14,022 

従業員給与 13,406 

LINEヤフー株式会社 4,429 

その他 20,371 

合計 76,338 

 

⑧長期借入金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社きらぼし銀行 94,900 

株式会社りそな銀行 70,000 

株式会社日本政策金融公庫 24,480 

株式会社足利銀行 15,321 

株式会社商工組合中央金庫 13,622 

株式会社みずほ銀行 8,900 

合計 227,223 
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(３)【その他】 

該当事項はありません。 
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８ 【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度 毎年５月１日から翌年４月30日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３か月以内 

基準日 毎年４月30日 

株券の種類 － 

剰余金の配当の基準日 毎年４月30日、10月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え（注）1  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 － 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店（注）１ 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をできない場合は、日本経済新聞に掲載する。 
https://newsedtech.co.jp 

株主に対する特典 なし 

（注）１．当社株式は、TOKYO PRO Marketへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に  

   規程する振替株式になることから、該当事項はなくなる予定です。 

    ２．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが 

   できない旨を定款に定めております。 

  （１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

  （２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

  （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部 【特別情報】 

 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 
  



  

―67― 

第三部 【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】 

 

該当事項はありません。 
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第四部 【株式公開情報】 

 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

 

移動 
年月日 

移動前 
所有者の 

氏名又は名称 

移動前 
所有者の 
住所 

移動前 
所有者の 
発行者との 
関係等 

移動後 
所有者の氏名
又は名称 

移動後 
所有者の 
住所 

移動後 
所有者の 

発行者との関
係等 

移動株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

移動理由 

2022年 
６月30日 

粟津 浜一 
東京都 
千代田区 

特別利害関
係者等（代
表取締役、
（当社の大
株主上位10
名）） 

冨永 潤一 
埼玉県 
さいたま市
大宮区 

前取締役 2,500 
2,000,000 

(800) 
譲渡 

2022年 
６月30日 

粟津 浜一 
東京都 
千代田区 

特別利害関
係者等（代
表取締役、
（当社の大
株主上位10
名）） 

粟津 裕吉 
岐阜県各務
原市 

特別利害関
係者等（取
締役、（当
社の大株主
上 位 10
名）） 

3,000 
2,400,000 

(800) 
譲渡 

2022年 
10月31日 

粟津 浜一 
東京都 
千代田区 

特別利害関
係者等（代
表取締役） 

田中 大貴 
東京都 
渋谷区 

特別利害関
係者等（取
締役） 

1,000 
1,200,000 
  (1,200) 

譲渡 

2023年 
４月15日 

粟津 浜一 
東京都 
千代田区 

特別利害関
係者等（代
表取締役） 

田中 大貴 
東京都 
渋谷区 

特別利害関
係者等（取
締役） 

1,000 
1,200,000 
 (1,200) 

譲渡 

2023年 
４月26日 

粟津 浜一 
東京都 
千代田区 

特別利害関
係者等（代
表取締役） 

粟津株式会社 
代表取締役 
粟津 浜一 

東京都 
千代田区神
田佐久間町
3丁目37番
地 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

1,186,000 注４ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 
 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

あすかホール
ディングス株

式会社 
代表取締役 
沼部 英樹 

東京都港区
南青山3丁
目1番36号
青山丸竹ビ
ル6階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

132,209 
 

 注５ 
 

所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

谷家 衛 
Auckland, 
NewZealand 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

216,347  注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

吉﨑 静 東京都港区 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

7,212  注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

ブルーベル・
エス株式会社 
代表取締役 
笠間 聡子 

東京都港区
白金二丁目
１ 番 38 －
103号 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

72,116 注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

株式会社Ｅｘ
ｃｅｌｌｅｎ
ｔ Ｏｎｅ 
代表取締役 
森永 秀一 

東京都港区
南青山一丁
目１番１号 
 新 青 山 ビ
ル東館19階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

72,116   注５ 
所有者の事
情による 
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2025年 
１月10日 
 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

あすかホール
ディングス株

式会社 
代表取締役 
沼部 英樹 

東京都港区
南青山3丁
目1番36号
青山丸竹ビ
ル6階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

新株予約権 
 23,796個 

 
 注５ 

所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

谷家 衛 
Auckland, 
NewZealand 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

新株予約権 
 38,943個 

 注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

吉﨑 静 東京都港区 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

新株予約権 
 1,299個 

 注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

ブルーベル・
エス株式会社 
代表取締役 
笠間 聡子 

東京都港区
白金二丁目
１ 番 38 －
103号 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

新株予約権 
 12,981個 

 注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
１月10日 

サクラサク１
号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合
員 株式会社
ソーシャルビ
ジネスパート

ナーズ 
代表取締役 
山崎 伸治 

東京都渋谷
区神宮前６-
10-９ 
 原宿董友ビ
ル４階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

株式会社Ｅｘ
ｃｅｌｌｅｎ
ｔ Ｏｎｅ 
代表取締役 
森永 秀一 

東京都港区
南青山一丁
目１番１号 
 新 青 山 ビ
ル東館19階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

新株予約権 
 12,981個 

 注５ 
所有者の事
情による 

2025年 
4月17日 

冨永 潤一 
埼玉県 
さいたま市 

前取締役 粟津 裕吉 
岐阜県各務
原市 

特別利害関
係者等（取
締役、（当
社の大株主
上 位 10
名）） 

2,500 
1,000,000 

(400) 

異動前所有
者からの要
望による譲
渡 

2025年 
 6月10日 

   

あすかホール
ディングス株

式会社 
代表取締役 
沼部 英樹 

東京都港区
南青山3丁
目1番36号
青山丸竹ビ
ル6階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

23,796 
237,960 

(10) 
新株予約権 
の権利行使 

2025年 
 6月10日 

   谷家 衛 
Auckland, 
NewZealand 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

38,943 
389,430 

(10) 
新株予約権 
の権利行使 

2025年 
 6月10日 

   吉﨑 静 東京都港区 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

1,299 
12,990 
(10) 

新株予約権 
の権利行使 

2025年 
 6月10日 

   

ブルーベル・
エス株式会社 
代表取締役 
笠間 聡子 

東京都港区
白金二丁目
１ 番 38 －
103号 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

12,981 
129,810 

(10) 
新株予約権 
の権利行使 

2025年 
 6月10日 

   

株式会社Ｅｘ
ｃｅｌｌｅｎ
ｔ Ｏｎｅ 
代表取締役 
森永 秀一 

東京都港区
南青山一丁
目１番１号 
 新 青 山 ビ
ル東館19階 

特別利害関
係者等（当
社の大株主
上位10名） 

12,981 
129,810 

(10) 
新株予約権 
の権利行使 

(注) １．当社は、TOKYO PRO Marketへの上場を予定しております。株式会社東京証券取引所が定める特定上場有価証

券に関する有価証券上場規程の特例第115条及び同施行規則第106条の規定において、当社は上場日から５年

間、新規上場申請日の直前事業年度(上場日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日が決算期日の
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翌日から定時株主総会までの間に当たる場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度をいう。)の末日

(2025年４月30日)から起算して２年前の日(2023年５月１日)から上場日の前日までの期間において、特別利

害関係者等が当社の発行する株式若しくは新株予約権の譲受け若しくは譲渡(上場前の募集、売出し、特定投

資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む。)を行っている場合に

は、それらの状況に係る記載内容について記録を保存されるものとされております。 

 

２．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。 

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員

等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社

及びその役員 

(2) 当社の大株主上位10名 

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社 

 

３．移動価格算定方式は次のとおりです。 

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人

が協議の上、決定いたしました。 

 

４．粟津 浜一から粟津株式会社への当社株式の移動は株式交付によって行われております。 

 

５．出資者の持分に応じた組合財産の承継であるため、移動価格はありません。 
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第２ 【第三者割当等の概況】 

 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 
 

項目 株式 新株予約権① 新株予約権② 

発行年月日 2022年９月30日 2024年３月21日 2025年１月24日 

種類 普通株式 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

発行数 10,000株 普通株式 67,725株 普通株式 75,800株 

発行価格 1,200円 
１株につき 1,200円 

（注）３ 
１株につき 400円 

（注）３ 

資本組入額 1,000円 600円 200円 

発行価額の総額 12,000,000円 81,270,000円 30,320,000円 

資本組入額の総額 10,000,000円 40,635,000円 15,160,000円 

発行方法 有償第三者割当 

2024年３月21日開催の臨時
株主総会において、会社法
第236条、第238条及び第
239条の規定に基づく新株
予約権の付与（ストック・
オプション）に関する決議

を行っております。 

2024年12月27日開催の臨時
株主総会において、会社法
第236条、第238条及び第
239条の規定に基づく新株
予約権の付与（ストック・
オプション）に関する決議

を行っております。 

保有期間等に関する確約 － － 注（２） 

（注）１．第三者割当等による募集株式等の割当て等及び所有に関する制限に関し、特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例並びにその期間については以下のとおりであります。  

（１）特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第115条及び同規程施行規則第107条の規定におい

て、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前から上場日の前日までの

期間において、第三者割当等による募集株式の割当（上場前の公募等による場合を除く。）、第三者割当に

よる新株予約権の割当て（それと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権の割当てを含む。）、新

株予約権の行使による株式の交付（前に規定する新株予約権に係るものに限る。）を行っている場合には、

当該新規上場申請者は、割当又は交付を受けた者が、担当J-Adviserに対して、次項に定める事項について確

約を行わせるものとする。  

①割当又は交付を受けた株式及び新株予約権（以下「割当株式等」という。）について、割当又は交付を受

けた日から上場日以降６か月を経過する日（割当株式等の割当又は交付を受けた日以後１年間を経過してい

ない場合には、当該割当又は交付を受けた日から１年間を経過する日）までの継続所有。  

②割当株式等又は割当株式等に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知す

るとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。 

③その他同取引所が必要と認める事項。  

（２）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2024年４月30日であります。 

   ２．同取引所の定める同施行規則第107条第２項第１号の規定に基づき、当社は割当て又は交付を受けた者との

間で、割当て又は交付を受けた株式及び新株予約権（以下「割当株式等」という。）を、割当て又は交付を

受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（割当株式等の割当て又は交付を受けた日以後１年間を経過

していない場合には、当該割当て又は交付を受けた日から１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行

っております。 

   ３．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、

決定しております。 

   ４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりと

なっております。 

項目 新株予約権① 新株予約権② 
行使時の払込金額 1,200円 400円 
行使期間 自 2026年３月22日 至 2034年３月21日 自 2026年３月22日 至 2034年３月21日 

行使の条件 
「第一部【企業情報】 第５【発行者の状況】 
１【株式等の状況】（２）【新株予約権等の状
況】」に記載のとおりであります。  

「第一部【企業情報】 第５【発行者の状況】 
１【株式等の状況】（２）【新株予約権等の状
況】」に記載のとおりであります。 

新株予約権の譲渡に
関する事項 

同上 同上 

５．新株予約権①については、退職及び放棄等により全ての権利が喪失または放棄されております。 
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２ 【取得者の概況】 

株式① 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等 

割当株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
発行者との関係 

今山 節治 大分県大分市 会社員 10,000 
12,000,000 
 (1,200) 

特別利害関係者等  
（当社の大株主上
位10名） 

 

新株予約権① 

2025年１月24日付でその全てが放棄により消滅しているため、記載を省略しております。 

 

新株予約権② 
 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等 

割当株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
発行者との関係 

粟津 裕吉 岐阜県各務原市 会社役員 14,000 
5,600,000 

 (400) 

特別利害関係者等  
（取締役、当社の
大株主上位10名） 

横山 朝美 埼玉県飯能市 会社員 10,000 
4,000,000 

 (400) 
当社 従業員 

栗真 喜朗 愛知県一宮市 会社員 8,000 
3,200,000 

 (400) 
当社 従業員 

松崎 剛士 埼玉県和光市 会社員 7,000 
2,800,000 

 (400) 
当社 従業員 

川崎 将典 岐阜県羽島市 会社員 5,000 
2,000,000 

 (400) 
当社 従業員 

高井 惇 三重県桑名市 会社員 5,000 
2,000,000 

 (400) 
当社 従業員 

高橋 基之 岐阜県岐阜市 会社員 3,000 
1,200,000 

 (400) 
当社 従業員 

駒田 夏乃 東京都世田谷区 会社員 2,000 
800,000 
 (400) 

当社 従業員 

石川 凛子 神奈川県藤沢市 会社員 2,000 
800,000 
 (400) 

当社 従業員 

今給黎 るな 東京都板橋区 会社員 1,500 
600,000 
 (400) 

当社 従業員 

藤浦 優太 千葉県柏市 会社員 1,000 
400,000 
 (400) 

当社 従業員 

長嶋 柚奈 千葉県市川市 会社員 1,000 
400,000 
 (400) 

当社 従業員 

若山 茜 埼玉県富士見市 会社員 1,000 
400,000 
 (400) 

当社 従業員 

鷲本 勝矢 岐阜県岐阜市 会社員 300 
120,000 
 (400) 

当社 従業員 

（注）退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。 

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】 

該当事項はありません。 
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第３ 【株主の状況】 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式の総数に対
する所有株式数
の割合(％) 

粟津株式会社 （注）１、４ 東京都千代田区神田佐久間町３－37 1,186,000 51.1 

木村 かおる（注）１、３ 東京都墨田区 
380,000 
(80,000) 

16.4 
 (3.4) 

谷家 衛（注）１ Auckland, New Zealand 255,290 11.0 

あすかホールディングス株式会社
（注）１ 

東京都港区南青山３丁目１番36号 
青山丸竹ビル6階 

156,005 6.7 

粟津 浜一（注）１、２ 東京都千代田区 
86,500 

  (80,000) 
3.7 

 (3.4) 

ブルーベル・エス株式会社（注）
１ 

東京都港区白金二丁目１番38－103号 85,097 3.7 

株式会社Excellent One（注）１ 
東京都港区南青山一丁目１番１号 
新青山ビル東館19階 

85,097 3.7 

粟津 裕吉（注）１、３ 岐阜県各務原市 
19,500 

 (14,000) 
0.8 

 (0.6) 

今山 節治（注）１ 大分県大分市 10,000 0.4 

吉崎 静（注）１ 東京都港区 8,511 0.4 

その他  
48,800 

 (46,800) 
2.1 

 (2.0) 

計 － 
2,320,800 
 (220,800) 

100.0 
 (9.5) 

(注)１．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

   ２．特別利害関係者等（当社代表取締役） 

  ３．特別利害関係者等（当社取締役） 

  ４．当社代表取締役の資産管理会社 

  ５．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

  ６．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しております。 
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